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ccNSO/ccTLDに関連する主な会合

3月13日（火） ・ccNSO Members Meeting Day 1

3月14日（水） ・ccNSO Members Meeting Day 2
・ccNSO Council Meeting



ccNSO members meeting agenda
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09:00 - 09:30 ccNSO members meeting introduction
09:30 - 10:15 ccNSO Working Group Updates

10:30 - 11:00 The ccNSO as a decisional participant 
11:00 - 12:00 Joint meeting: ccNSO & ICANN Board 
13:30 - 14:30 ccNSO meeting strategy review 
14:30 - 15:00 Report on the outcome of the ccNSO Council 

Workshop
15:15 - 16:15 Joint meeting: ccNSO & GAC 
16:25 - 16:45 ICANN Updates 
17:00 - 18:30 PTI session 

- Day 1   3月13日



ccNSO members meeting agenda
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09:00 - 10:15 Impact of natural disasters on ccTLDs, registrars 
and registrants, including mitigation of the impact.

10:30 - 11:30 Policy session
11:30 - 12:00 Accountability session (Part I)
13:30 - 14:00 Accountability session (Part II) 

14:00 - 15:00 ccTLD news session 

15:15 - 15:30 Consultation with the ICANN Nominating Committee

15:30 - 16:45 Consultation with the ICANN Nominating Committee 
(NomCom）

17:00-18:00 ccNSO Council Meeting

- Day 2   3月14日



（1）災害時のccTLDレジストリでの対応について

• 自然災害を受けた際のccTLDでの状況を共有

– .pr（プエルトリコ）
• 2017年にハリケーン「マリア」「イルマ」による被害への対応を紹介。

• 登録者がプエルトリコを含むカリブ海諸国の場合に、無料で

期日を翌年2月1日に延長。

– .jp（日本）
• 2011年の東日本大震災による被害への対応を紹介。

• 登録者が被災地の場合に、更新料を免除。

• 以降、備え及び対策として緊急連絡網の整備や物資の確保を実施
したほか、大規模災害発生時もDNSを安定的に運用できるよう電力
系通信事業者と共同研究を実施。

⇒サイバー攻撃への対策だけでなく、自然災害発生
時の対策準備の重要性が注目された。
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ccNSO会合での話題（1/3）



ccNSO会合での話題（2/3）
（2）TLD-OPS 関連の活動紹介

• TLD-OPSとは

– インシデント解決のためのレジストリ間での連携を目的とし
た運用者のコミュニティ

• 活動状況

– MLには193のccTLDが登録（IDN ccTLDを含む）
• ラテンアメリカ地域とアフリカ地域からの参加向上が課題

– DDoS攻撃発生時の影響を緩和するための対応フローを
まとめた資料を作成。レビュー開始。

• 過去のICANN会合で実施したDDoS攻撃発生時の対応に関する
ワークショップでの経験を基に作成

• 次回ICANN会合までにレビュー完了予定。
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ccNSO会合での話題（3/3）
（3）ccTLDにおけるGDPRへの対応

• GDPRの施行に伴い、ccNSOでは主にWhoisに表示
する情報について情報共有がなされた

– .be（ベルギー）では、Whoisの表示項目を絞ることに。
例）個人の登録者の場合にはメールアドレスを非表示

全ての登録者について連絡窓口の登録者名を非表示

– .as（米国領サモア）では、登録者の過半数がEU圏内である

ため対応が必要だが、方針は検討中。外部専門家の助言を
求める予定。

⇒会合では、EU諸国以外のccTLDで具体的な対応を
進めているケースは見られなかった。
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